
公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種類
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約締結日 契約の相手方の商号

又は名称及び住所
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

（％）
備考

平成28年8月22日 平成29年2月3日

建設コンサルタント

～

新千歳空港南側誘導路灯設置その他工事外２件実施
設計

支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月19日
(株)日本空港コンサルタンツ

25,166,642 24,840,000 98.70%
東京都中央区勝どき１丁目１３番１号

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。

平成28年8月8日 平成28年12月9日

電気工事業

～

仙台空港７５ｋＶＡ無停電電源装置設置工事 支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月5日
ペガサスプラント(株)

27,464,444 27,432,000 99.88%
福岡県福岡市中央区天神２丁目３番１０号

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。

平成28年8月31日 平成29年1月27日

電気工事業

～

新潟空港滑走路中心線灯改良その他工事 支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月30日
(株)民電社

38,361,600 38,340,000 99.94%
新潟県新潟市中央区白山浦２丁目７１番地６

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。
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物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約締結日 契約の相手方の商号

又は名称及び住所
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

（％）
備考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

東京国際空港離着陸監視装置調整作業 支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月9日
日本音響エンジニアリング(株)

2,308,008 2,160,000 93.59%
東京都墨田区緑１丁目２１番１０号

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。

東京国際空港３４ＲＳＦＬキュービクル用監視制御装置外
１件製造据付

支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月15日
(株)東芝

104,052,951 103,896,000 99.85%
東京都港区芝浦１丁目１番１号

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。

東京国際空港３４ＲＳＦＬキュービクル製造据付 支出負担行為担当官

東京航空局長

山口 勝弘

東京都千代田区九段南1-1-15

平成28年8月18日
(株)東芝

94,415,161 93,960,000 99.52%
東京都港区芝浦１丁目１番１号

再度の入札をしても落札者がなかったため、
会計法第29条の3第5項、予算決算及び会
計令第99条の2の規定を適用し随意契約を
締結したものである。

Ｐ－１４雨水排水ポンプ水位計緊急復旧作業 分任支出負担行為担当官

東京空港事務所長

鈴木 昌智

東京都大田区羽田空港3-3-1

平成28年8月22日
（株）鶴見製作所

1,458,000 1,296,000 88.89%
東京都台東区台東１－３３－８

P-14雨水排水ポンプ場は、国際線ターミナル
地区及び、旧整備場付近に降った雨及び湧
水用に設置された排水ポンプである。当該ポ
ンプ設備について、水位計の故障によりポンプ
槽の水位の検出ができなくなり、自動による
排水ポンプの運転及び遠隔監視によるポンプ
槽水位の確認ができなくなったことにより、排
水機能を喪失した。当該ポンプ場は大量の
降雨により流入した水を適切に排水するため
に連続運転を行うことが必要であることから、
緊急に運用再開をする必要があるため、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１００条の４第３項により随意契約
を締結するものである。
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